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【つぼみ保育園の概要】 

  1 定款に定めた事業  第二種社会福祉事業（厚生省収児 第 79 号） 

  2 代表者       理事長・園長  赤嶺 恵子 

  3 開設年月日     昭和 53 年 4 月 1 日 

 4 利用定員（90 名） 

 

 

 

5 開所時間      平日/土曜日 午前 7 時 00 分～午後 7 時 00 分（延長保育時間も含む） 

  6 入所対象児     0 歳児～6 歳児まで（生後６か月以上児） 

  7 事業概要      乳児保育事業・延長保育事業・障がい児保育事業 

  8 職員体制（32 名）       

 

 

   9  施設・設備等の概要 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

5 歳 児 / ぞ  う 組   1 5 名 2 歳 児 /う さぎ 組   1 8 名 

4 歳 児 / き り ん 組   1 6 名 1 歳 児 /り  す 組   1 2 名 

3 歳 児 / ぱ ん だ 組   2 0 名 0 歳 児 / ひ よ こ 組   9 名 

園 長         1 名 事務員     1 名 管理栄養士     1 名 

主任保育士      1 名 看護師      1 名 調理員       4 名 

保育士       19 名 保育補助      4 名  

敷地面積 （園舎構造） 1.668.64 ㎡ （鉄筋構造造 2階建て 971.72㎡） 

施設設備の

数 と 面 積 

乳 児 室 2 室 22.04㎡ 事務室（医務室） 50.66㎡ 

ほふく室 2 室 75.76㎡ 相 談 室 20.13㎡ 

調 乳 室 4.56㎡ 支 援 セ ン タ ー 44.21㎡ 

保 育 室 4 室 247.93㎡ ラ ン チ ル ー ム 38.83㎡ 

幼 児 用 ト イ レ 5室 調 理 室 34.32㎡ 

設 備 の 種 類 昇降機、プール、冷暖房等 

屋 外 遊 戯 場 （ 園 庭 ） 屋外遊戯場 535.23㎡ ・ 乳児用園庭 83.04㎡ 
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～保育園法人理念～ 

  当法人は、お年寄り、子どもたち、そして地域の人たちが生き生きと元気に生活できる 

為の福祉サービスを通して社会に貢献します。 

 

～スローガン～ 

1.「えーかんちゃーどー」精神を地域に広めます。 

1. 豊かな愛情をもってお年寄りや子どもたちに接します。 

1. 知識の修得と技術の向上に努めます。 

1. 常に社会性と良識に磨きをかけ相互に啓発します。 

 

～保育理念～ 

  児童福祉法に基づき、子どもの人格や主体性を尊重し、保護者や地域社会と力を合わせ児童福祉 

を増進し、合わせて地域における家庭支援を行う。 

 

～保育の基本方針～ 

乳幼児の福祉を積極的に推進することを常に考慮し、理事者・職員が一体になり家庭や地域社会 

と連携を図り、保護者の協力の下恵まれた保育環境の中で子どもの様々な欲求を満たし生命の保持 

及び情緒の安定を図る中で、感性豊かな人間としての基礎を培う。 

 

～保育目標～ 

１．明るく豊かな心と丈夫な体の子 

１．自分のことは自分でする子 

１．自分の行動に責任のもてる子 

１．判断力のある子 

１．思いやりのある子 

 

～提供する保育・教育の内容～ 

児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針及び保育課程 

   に沿って、子どもの利益が最大限に尊重されるよう乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供します。 

 

～障がい児保育について～ 

  障がい児の個々の障がいの程度や発達段階に応じた適切な保育・教育を提供します。 
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～クラス目標～ 
 

ぞ う組（5 歳児） 

○基本的生活習慣が身につき、自分たちで生活の場を整えながら見通しを持って行動する。  

○保育者や友だちと一緒に活動する中で、自分のいい所を知り自信と期待を持って過ごす。  

○相手の話しを聞く事が出来るようになり、皆で共通の話題について話し合う事を楽しむ。  

○栽培や収穫、クッキングを通して食べ物を大切にする心を育て感謝して頂く。  

 

きりん組（4 歳児） 

○自分で出来る事に喜びを感じながら、基本的生活習慣を身につけ見通しを持って安定して  

過ごす。  

○保育者や友だちとの繋がりを広げ集団で活動することを楽しむ。  

○友だちとのやり取りの中で思いを伝え、友だちの話しを聞こうとする。  

○友だちや保育者と楽しく食事をする中で、食事のマナーを身につけていく。  

 

ぱんだ組（3 歳児） 

○保育者に見守られながら、基本的生活習慣が身につくように意識し、簡単な身の回りのこ  

とを自分でしようとする。  

○保育者や友だちと一緒に活動する中で、友だちの思いに気付き、思いやったり葛藤を味わ  

ったりする。  

○友だちの話しを聞いたり自分の経験した事や思っていることを話して、言葉で伝える楽し  

さを味わう。  

○友だちや保育者と楽しく食事をすることで、食べる意欲を育てる。  

 

うさぎ組（2 歳児） 

○子ども達がそれぞれに好きな遊び・好きな友だち・好きな場所を見つけ、十分に遊びを楽しむ。 

○異年齢交流を通して様々な体験を重ね一人ひとりが保育者とのつながりや安心感を得ながらそれぞれの

個性を伸ばしていく。 

○好き嫌いなくみんなが食事を楽しめるような雰囲気作りをしていく。 

 

り す組（1 歳児） 

○安心できる保育士や友だちとの関わりの中で、自分の気持ちや欲求を満たす。 

○食事や排泄などの簡単な身の回りの生活を、自分でしようとする。 

○活動しやすい環境の中で、保育士と一緒に全身や手指を使う遊びを楽しむ。 

○楽しい雰囲気の中で、喜んで食べる。 

○家庭的な温かい雰囲気の中で、安心して園生活を送り、健全な身心の発達を図る。 

 

ひよこ組（0 歳児） 

○安全で清潔な環境の中で、生理的欲求を満たし、心地よく過ごせるようにする。 

○個々の発達に応じた援助のもと、離乳の完了や歩行の完成を促し、身の回りの物への興味・関心を広げる。 

○保育者との愛着関係を深め、心地よい気持ちのやり取りを重ねながら、豊かな感性や言葉の芽生えを育む。 
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❒保育内容 
●絵本の読み聞かせ      ●クラス別設定保育      ●英語で遊ぼう（4 歳～5 歳児） 

●異年齢・世代間交流     ●はだし保育         ●アポロサイエンス（4 歳児～5 歳児） 

●園庭遊び          ●園外活動          ●硬筆（4 歳児～5 歳児） 

●食育活動          ●子育て支援センター・つぼみ事業所内保育園 

                長嶺こども園・つぼみ子どもクラブ等との交流保育 

 

❒保育日課 

0歳児 
時 間 子どもの活動 

7： 00～ 9： 00 短時間認定時間外保育（ 7： 00～ 8： 00）・登園・視診等・室内遊び  

9： 00～ 10： 00 おやつ・朝の会・遊戯・読み聞かせ・室内遊び 

10： 00～ 11： 00 設定保育  

11： 00～ 12： 00 給食  

12： 00～ 12： 30 シャワー（沐浴）・視診等・午睡準備・読み聞かせ 

12： 30～ 14： 30 午睡  

15： 00～ 16： 00 おやつ・室内遊び  

16： 00～ 18： 00 室内、ぬれ縁遊び・読み聞かせ・降園  

18： 00～ 19： 00 時間外保育・短時間認定時間外（ 16： 00～ 19： 00）  

1歳児 
時 間 子どもの活動 

7： 00～ 9： 00 短時間認定時間外保育（7：00～8：00）・登園・視診等・室内遊び 

9： 00～ 10： 00 おやつ・朝の会・遊戯・読み聞かせ  

10： 00～ 11： 00 設定保育  

11： 00～ 12： 00 給食  

12： 00～ 12： 30 シャワー（沐浴）・視診等・午睡準備・読み聞かせ  

12： 30～ 14： 30 午睡  

15： 00～ 16： 00 おやつ・帰りの会  

16： 00～ 18:00 室内・ぬれ縁遊び・読み聞かせ・降園  

18： 00～ 19： 00 時間外保育・短時間認定時間外（ 16： 00～ 19： 00）  

2歳児 
時 間 子どもの活動 

7： 00～ 8： 00 短時間認定時間外保育（ 7： 00～ 8： 00）・登園・視診等・室内遊び  

8： 00～ 9： 00 室内、園庭遊び  

9： 00～ 10： 00 体操・マラソン・朝の会・読み聞かせ  

10： 00～ 11： 30 設定保育  

11： 30～ 12： 30 給食  

12： 30～ 13： 00 午睡準備・読み聞かせ  

12： 45～ 14： 30 午睡  

15： 00～ 16： 00 おやつ・帰りの会  

16： 00～ 18： 00 室内・ぬれ縁遊び・園庭遊び・読み聞かせ・降園  

18： 00～ 19： 00 時間外保育・短時間認定時間外（ 16： 00～ 19： 00）  



6 

 

3歳児 
時 間 子どもの活動 

7： 00～ 8： 00 登園・視診等・室内遊び・短時間認定時間外（ 7： 00～ 8： 00）  

8： 00～ 9： 00 室内、園庭遊び  

9： 00～ 10： 00 体操・マラソン・朝の会・読み聞かせ  

10： 00～ 12： 00 活動タイム・給食  

12： 10～ 14： 30 着替え（体拭き・シャワー）午睡準備・読み聞かせ・午睡  

14： 30～ 16： 00 おやつ・室内遊び  

16： 00～ 16： 30 帰りの会・読み聞かせ  

16： 30～ 18： 00 室内、園庭遊び・降園  

18： 00～ 19： 00 時間外保育・短時間認定時間外（ 16： 00～ 19： 00）  

4 歳児 
時 間 子どもの活動 

7： 00～ 8： 00 登園・視診等・室内遊び・短時間認定時間外（ 7： 00～ 8： 00）  

8： 00～ 9： 00 室内、園庭遊び  

9： 00～ 10： 00 体操・マラソン・朝の会・読み聞かせ  

10： 00～ 12： 20 活動タイム・給食  

10： 20～ 12： 00 設定保育  

12： 20～ 14： 30 着替え（体拭き・シャワー）午睡準備・読み聞かせ・午睡  

14： 30～ 16： 00 おやつ・室内遊び  

16： 00～ 16： 30 帰りの会・読み聞かせ  

16： 30～ 18： 00 室内、園庭遊び・降園  

18： 00～ 19： 00 時間外保育・短時間認定時間外（ 16： 00～ 19： 00）  

5 歳児 
時 間 子どもの活動 

7： 00～ 8： 00 登園・視診等・室内遊び・短時間認定時間外（ 7： 00～ 8： 00）  

8： 00～ 9： 00 室内、園庭遊び  

9： 00～ 10： 00 体操・マラソン・朝の会・読み聞かせ・当番担当（ 5 歳児）  

10： 00～ 12： 30 活動タイム・給食・着替え（体拭き・シャワー）  

12： 30～ 13： 00 読み聞かせ・午睡（ 3・ 4 歳児）室内遊び・学習タイム・当番担当（ 5 歳児）  

14： 30～ 16： 00 おやつ・室内遊び  

16： 00～ 16： 30 帰りの会・読み聞かせ  

16： 30～ 18： 00 室内、園庭遊び・降園  

18： 00～ 19： 00 時間外保育・短時間認定時間外（ 16： 00～ 19： 00）  
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❒主な年間行事 
 行  事  行  事  行  事 

４
月 

入園式 

クラス懇談会 
８
月 

地域の祭りに参加  

水遊び 
12

月 

クリスマス会 

記念撮影 

５
月 

こいのぼり掲揚式 ９
月 

敬老お招き会 

個人面談 
１
月 

ムーチー作り 

にじいろチャレンジ 

６
月 

交通安全指導  10

月 
消防写生大会  ２

月 

豆まき 

お別れ遠足 

７
月 

にじいろチャレンジ  

夏まつり  

七夕まつり  

水遊び  

保育参加  

11

月 

人形劇鑑賞 

親子であそぼうフェスティバル 
３
月 

ひなまつり 

終了式 

卒園式 

☆毎月の行事（園だよりの行事予定で詳しい日時が掲載されます） 

●お誕生日会 

誕生日当日に保護者に保育参加をしてもらい、園内放送を利用してみんなに祝ってもらったり、 

好きなことや得意なことを行う「特別な日！」として親子で楽しいひと時を過ごしています。 

 

●クリーン作戦（地域の公園・公民館等の清掃活動を行います） 

 

●避難訓練 

実際の火災や地震を想定して毎月計画を立てて避難訓練を行っています。 

 

●身体測定（身長・体重・簡易視力を計測し、連絡ノートに記入してお知らせします） 

 

●お弁当会 

第 2 土曜日・第 4 火曜日に行いますが、行事の都合等で変更もありますので行事予定表はしっかり目を 

通してください。 

 

●異年齢児との交流 

0 歳児～5 歳児の交流保育を行い、散歩やゲーム、遊戯等をして一緒に遊びます。 

友達と遊びながら自然に思いやりや優しさが育ちます。 

 

●嘱託医による園児の健康診断・歯科検診（年 2 回） 

    ・かでな医院（嘉手納成之先生）       ・医療法人社団優惠会 

                           おきなわ矯正歯科（神谷規明先生） 

 

●ぎょう虫検査（年 1 回）・尿検査（年 2 回） 沖縄健康づくり財団 
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  ○保育標準時間認定に関する保育時間（１１時間） 

    保育時間   午前 ７時００分～午後 ６時００分 

    延長保育時間 午後 ６時００分～午後 ７時００分 

 

○保育短時間認定に関する保育時間（８時間） 

保育時間   午前 ８時００分～午後 ４時００分 

   延長保育時間 午前 ７時００分～午前 ８時００分 

延長保育時間 午後 ４時００分～午後 ７時００分 

 

※延長保育を希望される方は担任もしくは事務所の方に声をかけて下さい。 

 （保育標準時間認定の月契約の金額になります。） 

 ☆料金 月～金曜日・・・3,000 円  月～土曜日・・・4,000 円 

    契約児以外は 30 分・・・200 円  1 時間・・・300 円の徴収になります。 

   ☆支払い方法 

保育園との直接契約になりますので保育園指定の延長保育徴収袋を 

事務所に設置しております。マネーポストに投函下さい。 

 

  ※日曜日・祝祭日・慰霊の日（6 月 23 日）・年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日） 

までは、お休みになります。 
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行事や日頃の活動を通して、つぼみ保育園・つぼみ事業所内保育園、長嶺こども園、つぼみ子ども

クラブとの交流を取り入れています。 

 

  ○本園では、管理栄養士による献立メニューを取り入れています。 

  ○献立表を毎月配信しますので、ご家庭の食事にも献立表をご活用下さい。 

  ○スキムミルクを使用しています。 

  ○2 歳以上児は、クッキングや栽培を通して食への関心を高めています。 

  ○安定感とぬくもりのある陶器の食器を使っています。 

  ○毎日の給食を玄関に展示しております。お帰りの際にご覧下さい。 

  ○０～２歳児の毎日の喫食は毎日連絡ノートでお知らせします。気になる事やご質問等 

ございましたら保育士にお尋ね下さい。 

  ○３～５歳児は給食時間内（11：30～13：00）に空腹感やランチルームの空き具合を見て 

自ら判断し、給食をいただいています。 

 

  [離乳食の進め方] 

  ○離乳食は家庭と連携をとり、月齢に応じ個別に準備します。毎日玄関先に展示して 

おりますのでお帰りの際にご覧下さい。 

  ○乳児の粉ミルクは当方で準備します。銘柄等も保護者と相談のうえ決定します。 

  ○哺乳瓶、乳首は殺菌消毒したものを園で準備しております。 

  ○冷凍母乳をお持ちになりたい方は、お預かり致しますのでお申し出ください。 
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※持ち物には名前をしっかり記入して下さい。 

     ●おむつ 

       紙おむつの場合・・・10 枚 

       布おむつの場合・・・10 枚  おむつカバー5 枚 

紙おむつ 3 枚（午睡時・降園時使用） 

     ●着替え 4 組   ●エプロン 2 枚（昼食・おやつ用）  ●ビニール袋 3 枚（汚れ物入れ） 

     ●タオル 1 枚（体拭き用）  ●ハンカチタオル 2 枚（お手拭き用） 

     ●コップ（毎日持ち帰りしますので巾着袋に入れて持たせて下さい） 

[おむつについて] 

●ご家庭でご使用になっているものをお持ち下さい。（紙・布おむつどちらでも結構です） 

 

 

 

 

 

●着替え 4 組 ●ハンカチタオル 2 枚（お手拭き用）（2 歳児は 1 枚） 

 ●ズボン・パンツ 5～6 枚  ●ビニール袋 3 枚（汚れ物入れ）（2 歳児は 2 枚） 

●帽子（毎日忘れずに持たせて下さい） 

●コップ（毎日持ち帰りしますので巾着袋に入れて持たせて下さい） 

●タオル 1 枚（体拭き用） ●紙おむつ 6 枚（りす組のみ） ●エプロン 1 枚（りす組のみ） 

 

  

 

ひ
よ
こ
組
（
０
歳
児
） 

り
す
・
う
さ
ぎ
組
（
１
・
２
歳
児
） 
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●着替え 3 着（夏場は 4 着）  ●ハンカチタオル 1 枚（お手拭き用） 

●タオル 1 枚（体拭き用）   ●ビニール袋 2 枚（汚れ物入れ） 

●帽子（毎日忘れずに持たせて下さい） 

●コップ（毎日持ち帰りしますので巾着袋に入れて持たせて下さい） 

●水筒 

 

 

    ○雑巾（１枚）を一週間以内に提出して下さい。 

    ○夏場→敷き布団・タオルケット 

    ○冬場→敷き布団・毛布（掛け布団でもよい） 

    ※布団持ち帰り用の布袋を準備して下さい。（寝具の大きさに合わせて工夫しましょう） 

※毎週金曜日には持ち帰って洗濯や日光消毒して下さい。（土曜日登園児は土曜日に持ち帰り） 

こんな衣類がおすすめです 

[活動しやすいもの] 

○伸縮性のある綿のＴシャツや半ズボンがよいでしょう。 

○飾りのボタンや紐、フードのついていないシンプルな形が安全です。 

  ○すその長いズボンは動きにくく危険です。（お子様にあった長さに裾上げして下さい） 

  ○つりズボンやつなぎは 1 人で着脱しにくいのでご遠慮下さい。 

  ○くつは、かかとを持ってはける運動靴をおすすめします。 

  ○園外活動を多く取り入れますので、足にあった靴をお選び下さい。 

ぱ
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  ○5 月から月 2 回（第 2 土曜日・第 4 火曜日）行事等の都合により変更する場合もあります。 

  ○事故を未然に防ぐため、こんにゃくゼリーと類似しているゼリー等は持たせないで下さい。 

   プチトマト・豆類・ぶどう類等の丸みのある食べ物は必ずカットして持たせて下さい。子ども達

の安全の為にもご協力宜しくお願いします。 

  ○爪楊枝やくし刺し等のとがった物は危険ですので使わないようにして下さい。 

  ○お弁当はハンカチで包んで持たせて下さい。 

○弁当会時は、次の持ち物が入る弁当会用のリュックサックの準備をお願いします。（2 歳児～） 

・弁当箱・水筒・おしぼり（使い捨てはご遠慮ください）・敷物 

連絡ノートは、乳児の食事、睡眠などの一日の生活を把握し、ご家庭と連携を取りながら保育を 

する為に大切です。ご家庭での様子や育児の相談など、何なりとご記入下さい。子どもさんの園で 

の様子をお伝えします。 

※連絡帳の記入については、毎週水曜日は会議の為、特記事項がある場合以外は印鑑使用での対応

とさせていただきます。（0.1.2 歳児） 

※3・4・5 歳児の連絡帳においても普段は子ども達に口頭で保護者に連絡を伝える練習もかねてお

ります。お忙しいとは思いますが、子どもさんと向き合ってゆっくりお話を聞いてあげて下さい。 

  ※園からのお知らせは、おたより・掲示板・緊急一斉送信メールでお知らせします。 

   内容を確認されたら園に確認通知を送って下さい。 
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  ○登降園の際には、必ず保育士に声をおかけ下さい。 

   門の前で子どもだけを降ろさず一緒に保育室まで行き、お子さんと一緒に所持品の片付けを 

お願いします。受け入れ場所は 1F・2F と異なりますのでご確認下さい。 

  ○保護者以外の方が、お迎えする場合は事前に連絡して下さい。又、16 歳以下の兄弟・親族の 

お迎えは出来るだけ控えて下さい。（降園誓約書を提出して頂きます）小学生の兄弟児の 

お迎えは帰宅途中の事故防止のため出来ませんのでご了承下さい。 

  ○門扉開閉の際は、必ず赤門上部の鍵を閉めましょう。門扉が開きっぱなしになっていると知らな

い間に園児が出て行くことがあります。門の開閉は保護者の皆さんが責任を持って行って下さい 

  ○送迎時間には、車の出入りが多く混み合いますので子どもと必ず手をつないで歩きましょう。 

   又、駐車スペースにも限りがありますのでご協力宜しくお願いします。 

  ○保育士と「さよなら」の挨拶を交わした後は、保護者の責任となります。 

   子どもの行動には十分注意して下さい。 

 

  〇何が起こるかわかりません必ずエンジンを止めてから車から離れて下さい。 

  〇車から離れる時には、貴重品は必ずお持ちになり鍵をかけて下さい。 

  [皆さんのご協力を] 

   1.通行の方や他の車両の妨げにならないようにお願いします 

   2.玄関斜め前方の園前の駐車場はお隣のアパート専用駐車場となっておりますので絶対に 

駐停車しないようにお願いします。 

   3.行事の際には、駐車場係の指示に従って駐車して下さい。 
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○外部から持ち込まれる有害な菌を除去し、集団感染を防ぐ目的として、玄関前と各クラスに 

弱酸性次亜水と消毒液を設置しています。 

○熱 38℃以上、ぐったりしている、泣き続けている、機嫌が悪い等、また、身体に異常が 

見られた場合は保護者の方にお迎えの連絡をします。 

  ○病気や体に異常がある場合はお休みさせて下さい。 

  ○登園前、又は前夜から体調が悪い時は必ず連絡して下さい。（下痢・発熱・その他） 

  ○感染症（インフルエンザ・百日咳・はしか・おたふく風邪・三日はしか・水ぼうそう・プール熱 

   流行性角結膜炎・急性出血角結膜炎）その他感染性の病気にかかった場合は連絡し、他の子ども 

さんに移りますので、完治するまで休ませて下さい。尚、治って登園する場合には医師による 

意見書を提出してから登園させて下さい。（保育園に備えてあります） 

  ○とびひ・手足口病については、症状により登園出来ない場合もありますので、早目の受診を 

お願いします。 

  ○爪は毎週日曜日に切ってあげて下さい。 

○保育園では、蟯虫検査（年 1 回）・尿検査（年 2 回）・健康診断・歯科検診を実施しており 

ますが、園で検査が出来なかった方は後日各自検査を受けて必ず証明書を提出して下さい。 

当園の嘱託医は健康診断・歯科検診を当日何らかの理由で受けられなかった児童も、後日一週間

以内でしたら直接医院に行って頂き無料にて受診可能ですのでご利用下さい。（受付時に事情を

説明して下さい） 

〇当園では安全管理の面から歯磨き指導は行っておりませんが、虫歯予防の策と  

して嘱託医のご指導のうえフッ素洗口（ 4～ 5 歳児）を行っております。  

 

 

☆かでな内科医院（嘉手納 納成）    ☆医療法人社団優惠会おきなわ矯正歯科（神谷規明） 

 豊見城市字豊見城 753 番地 2       豊見城市字真玉橋 135 番地（2F） 

 TEL098-850-5266             TEL098-856-4182 
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  [保育料・給食費の納入は口座振替で] 

  ○０～２歳児までの保育料は最寄りの金融機関を通じて市役所に納めて頂く事になります。 

  ※納付書振込みや残高不足で引き落としが出来なかった場合は、毎月園長が役所に納付書を受け取 

   りに行くシステムになっておりますので、園務に支障をきたさない為にも、ぜひ口座振替を利用 

   して頂き、毎月引落日には保育料引き落としが完了するようご協力お願い致します。 

  〇３歳児以上の給食費は当園に収めて頂くことになります。口座引落しとなっておりますので振替 

依頼書を金融機関ではなく園に提出して下さい。又、引落しが出来なかった場合でも手数料 100 

円＋税がかかります。給食費＋手数料をお振込みお願いします。 

  ○その他の費用（変更あり） 

   ・保護者会費  月 450 円 

・月刊誌    月 450 円（5 歳児：スキップ）（4 歳児：なかよしメイト） 

月 420 円（3 歳児：ジュニアメイト） 

・硬筆教材代  年 500 円（5 歳児：８マスノート込み） 

年 400 円（4 歳児：４B 鉛筆込み） 

   ・その他教材費  月 100 円（0 歳児・1 歳児） 

            月 200 円（2 歳児） 

            月 300 円（3 歳児・4 歳児・5 歳児） 

 

  〇臨時に徴収しなければならない為の費用は、毎月 10 日までに雑費袋に入れて事務所前に設置し 

てあるマネーポストに納めて下さい。 
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○家庭の状況に変更があった場合は、その都度お知らせ下さい。 

 （住所・勤務先・勤務時間・電話番号・家族の異動・その他入園時と変わった時） 

 ○登園時間は基本的に 9：00となっております。通院等の時間により登園が遅れる場合は 

9：00までにキッズリーや電話連絡下さい。（9 時以降は電話連絡のみとなっております） 

尚、キッズリーにて登降園の打刻は忘れずお願いします。 

  ○病気、その他都合で休む場合は必ず連絡をして下さい。また、お迎えがいつもと代わる時は必ず

ご連絡下さい（無届で 1 ヵ月以上休んだ場合は退園させられる事があります。） 

  ○父母以外の緊急連絡先を決めておき、保育園に届けて下さい。 

○ご家族以外の方で子どもが保育を受けているか否か、保護者の職場やご家族についての問い合わ 

せには、応じないようになっておりますので、ご親戚の方、親しい方に伝えておいて下さい。 

○都合で保育園をやめる場合は早めに退園手続きをして下さい。退園する月の保育料の領収書と 

印鑑を持参の上、市役所福祉児童家庭課保育係りにて手続きして下さい。 

○保育園及び地域の行事には積極的に参加しましょう。 

  ○台風発生の場合は校区の小学校に準じてお休みになりますので情報にご注意下さい。 

（テレビ・ラジオ等） 

  ○台風・大雨等の場合、保育時間中でもお帰しすることがありますので保育園からの連絡は常に 

確認して下さい。 
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  施設内及び主催行事におきまして、撮影されました（キッズリーを含む）園児に関わる画像・

動画については、お子さん以外の園児も映っている為、不特定多数の閲覧の可能性のある媒体（イ

ンターネット等）への掲載は十分にご配慮いただきますようよろしくお願いいたします。 

また、閲覧以外の目的での使用はされませんよう、改めてお願い申し上げます。 

  〇個人情報が特定されてしまう可能性があります 

投稿サイトやＳＮＳは投稿した情報を閲覧した人たちがコメントを書き込み、共有できるように

なっています。そのため、いくら匿名で投稿したとしても、第三者にほかの子どもの情報を教え

る機会を与えかねません。また、他の子の個人情報を掲載しなくても、他人によって次々に情報

を加えられてしまう危険性があります。 

  〇ほかの保護者とトラブルになる可能性があります 

   自分の子どもの様子だけを公開したつもりでも、他の子どもが映り込んでしまうことがありま

す。これは、本人（とその保護者）に許可を得ずに勝手に公開したことになってしまいます。 

 

 

 〇保育の提供に際して、利用児童及びその保護者等に係る個人情報について、以下の目的のために 

必要最小限の範囲内において使用します。 

1. 小学校等への円滑な移行・接続が図れるよう、他の施設との間で情報を共有すること。 

2. 他の保育園等へ転園する場合において、他の施設との間で必要な連絡調整を行うこと。 

緊急時において病院その他の関係機関に対し必要な情報提供を行うこと 

 

 

○地域子育て支援センター「ふれんど」を当法人では開設しており、地域の育児支援にも力をいれて

います。 
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  [保育園に対してのご意見・ご要望をお述べになる機会について] 

  ○保育園のことで気づいたこと等は、ご遠慮なくお伝え頂きたいと思っております。保育のことに 

ついてのお悩みや、ご意見、ご要望は、電話や送迎時に保育士と直接お話しされて、その旨を明 

確にお伝え下さいますようお願い申し上げます。私どもは、可能な限り保護者の皆様のご要望に 

お応えしたく最大の努力をはらっていくつもりです。また、不愉快なこと、改善してほしいこと 

がございましたら、事務所入口にご意見箱も設置致しておりますし、第三者委員もおりますので 

ご活用下さい。 

 

相談・苦情受付担当者 伊吉智子（主任保育士） 長田りさ（事務員） 

相談・苦情解決責任者 赤嶺恵子（理事長）  

利用時間・連絡先 午前 9 時から午後 5 時 ☎８５０－３７７３ 

 

第三者委員 

永吉 芳（監事） ☎090-6490-2212 

新里輝吉（元嘉数自治会長） ☎８５０－９１７０ 

城間夏美（民生委員） ☎８５６－００３３ 

受付方法 面接・電話・文章等の方法で相談・苦情を受け付けます。 

 [保育園ではこのように気をつけます] 

 ○赤ちゃんを 1 人にしません 

 ○保育士が見守り、赤ちゃんの様子を定期的に観察します。 

 ○枕は使いません 

 ○ベッドのまわりには紐やタオルなど危険なものは置きません。 
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 ○定期的に健康診断を行い、子どもの発達の 

様子を把握していきます。 

 ○ベットにベビーセンス（乳児用呼吸モニター） 

を設置し、子どもの様子、動きを感知する事 

ができます。 

 

[あおむけで寝かせましょう] 

○赤ちゃんの顔が見えるように、あおむけに寝かせましょう。 

 うつぶせ寝は危険です。 

[タバコはやめよう] 

○妊娠中の喫煙は、お腹のあかちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによく 

ない影響を及ぼします。 

[できるだけ母乳で育てよう] 

○母乳育児が赤ちゃんにとって最適であることはよく知られています。人工乳がＳＩＤＳを起こす 

ものではありませんが、出来るだけ母乳で育てましょう。（お仕事の都合がつかず授乳に来れな 

い場合は、入園するまでに哺乳瓶にも慣れさせておきましょう。） 

※ＳＩＤＳ（シズ：乳幼児突然死症候群）とは？ 

それまで元気だった赤ちゃんが事故や窒息ではなく、

眠っている間に突然死亡してしまう病気です。日本で

は、年間 500～600 人前後の赤ちゃんがこの病気で亡く

なっています。これは生まれてきた赤ちゃんの約 2000

人に 1 人の割合です。そのほとんどが 1 歳未満の乳幼

児の赤ちゃんに起きています。原因はまだよくわかっ

ていませんが、育児環境の中にＳＩＤＳの発症率を高

める因子のあることが明らかになってきました。上記

の 3 つの項目に気をつけると、未然に防げると言われ

ています。 
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「防災・防犯訓練について」 

 防災訓練は毎月、防犯（不審者）・ハブ対策訓練は年 1 回実施しています。 

 また地震や火災の発生状況により、一時避難場所、広域避難場所への避難を実施します。 

①避難場所・・・・保育園玄関前＆園庭 

②一時避難場所・・嘉数公民館 

③広域避難場所・・長嶺小学校 

以上のように、①→②→③の順序で避難を考えています。保護者の方が全員お子様を引き取りに来ら

れるまでの間、保育を行っております。緊急時は速やかなお迎えをお願い致します。基本的にご両親にし

かお子様をお引渡し致しません。 

（避難訓練は火災・地震の想定で毎月実施しています。又、災害時の備蓄も行っております。） 

 

「その他」 

①園児の保険  

事故等に備えて全園児、保育園総合保険制度に加入しています。 

②応急手当の講習会 

豊見城消防署の講習を受けたり、4 ヵ月に一度は全職員が応急キット 

（乳児・幼児・成人人形）AED機器にて応急処置の訓練を行っています。 

③火災・防犯対策 

山陽警備のセキュリティーを行っております。防犯対策として、非常通報装置の設置・監視カ 

メラ付インターホンなども設置しています。又、防災情報通信機器の設置もしています。 

    ※業務の質の評価について 

     保育所の自己評価・・・毎年個人の自己評価を行い、その結果に基づき、全員で話し合いを行っている 

   外部評価・・・今後第三者評価の受講を検討している。  
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保護者の皆さまの就労形態変化に伴い、つぼみ保育園においても 11 時間の通常開  

園に加え、 1 時間の延長保育を行い 12 時間開園（ 7： 00～ 19： 00）し、多様なニーズ  

に（就労形態）に応えようと実施しているところです。それに対応するために職員の  

シフト体制も多様化（長時間化）しています。  

現行の保育制度は、原則、保育時間おおむね 8 時間とされておりますが、前述した保  

護者の皆さまの労働形態に対応するために、開園時間を延ばし努力しているところで  

す。日々の保育を充実させるためには、職員の週休を土曜日になるべく実施し、通常  

保育の日には極力担任が欠けない状態で保育を行いたいと思います。  

また、保育の質が問われる現在、職員間の共通理解を深める会議及び保育団体の研  

修会は土曜日・日曜日を利用して開催されることが多く、より多くの職員を派遣し研  

鑽を重ね、より保育の質を高めていきたいと考えております。  

つきましては、お仕事がお休みでご協力いただける方は、ご家庭で過ごしていただき

乳幼児期の大切な時間を親子で関わり、愛情をより深めてほしいと思います。  

もちろん、お子さまの育ちのみならず、保護者の皆さまの就労支援も保育園の大切な役

割ですので、お仕事の方や用事等があればぜひ登園させて下さいますよう、ご理解とご

協力よろしくお願いいたします。  

 尚、お手数ですが土曜日の保育を

スムーズに運営できるように、土曜

保育を希望される方は、別紙の土曜

保育申請書を提出して下さるようお

願い申し上げます。  
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与薬依頼について 

 

社会福祉法人恵福祉会  

理事長  赤嶺  恵子  

 

  保育園での与薬は、誤飲の恐れや職員が間違えて与薬をしてしまう恐れが

ありますので、出来るだけご家庭での与薬のご協力を宜しくお願いします。  

 

☆病院の処方箋は出来るだけ朝晩に調合してもらえるようお願いします。  

（医者に相談すると大体は調合してもらえます）  

 

☆やむを得ずお薬を持参される場合は、当園の「与薬依頼書」（依頼日・病名・

与薬時間）等の内容を記入し、登園の際に必ず事務所の職員に手渡してくださ

い。  

 

☆お薬は必ず、与薬一回分（液体は別容器等に）を持たせてください。  

 

☆塗り薬は、塗布部位等を与薬依頼書裏面に図で記入してください。  

 

☆市販のお薬等については、当園での与薬・塗布は行いませんのでご理解くだ

さい。  

 

与薬に関する意見書・与薬依頼書は事務所にて準備しております  
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各医療機関  殿  

社会福祉法人恵福祉会  

理事長  赤嶺  恵子  

＜公印省略＞  

 

保育園における与薬の取り扱いにつて（お願い）  

 

保育園では原則として、与薬の代行は行っていませんが時間与薬の必要な  

薬剤、食事関連性の強い薬剤、熱生痙攣の予防に使用する薬剤等、やむをえ  

ないものに限って与薬することとしています。  

つきましては薬の処方を、保育中を除く時間帯（朝・夕・寝る前等）での  

処方にして下さいますようご理解ご協力お願い申し上げます。  

 

 

 

与薬に関する意見書 

令和    年   月   日  

園児名：             

     年    月    日生  

 

医療機関名  

主 治 医 名           ㊞  

 

１ .病  名：  

２ .薬品名：  

３ .使用する理由及び使用法  

理  由：  

 

使用法：  

処方日数：     日分  

４ .その他：  

切り取り線  
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保護者各位  

社会福祉法人恵福祉会  

理事長  赤嶺  恵子    

〈公印省略〉    

 

台風時における開園・閉園のお取り扱いについて  

 

つぼみ保育園・つぼみ事業所内保育園における台風来襲時の開園・閉園の決定については  

豊見城市災害警戒・対策本部の指示を受けるとともに気象庁の発表する「暴風 (特別 )警報」  

をもとにその勢力、進路速度等を踏まえ、概ね次のとおりとなります。  

 

【特別・暴風警報発令により下記の場合は休園となります。】  

 

1.午前 7： 00 以前に、特別・暴風警報等が発令されている場合は臨時休園とし、事故防止  

のため園児は家庭保育をお願いします。  

 

 2.登園後に、特別・暴風警報等が発令された時には、保護者は１時間以内をめどに園児の  

お迎えをお願いします。  

 

 3.午後 3 時以降に特別・暴風警報が解除された場合は、終日休園となります。  

 

【特別・暴風警報発令が解除された場合は解除後 1 時間後に保育を再開します。】  

 

●給食について  

解除時間  受け入れ時間  給食について  おやつ  

8： 00 以前  解除時間の 1 時間

後  

あり  あり  

8： 00 以降  解除時間の 1 時間

後  

弁当持参   あり   

10： 00 以降  解除時間の 1 時間

後  

自 宅 で 済 ま せ て か ら

登園  

おやつ持参   

15： 00 以降  一 日 休 園 と な り ま

す。  
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保護者の皆さまにご理解いただきたい大切なこと  (1 )  

お子さんのケガ  

 

生まれた直後から、子どもはいろいろなことを試します。自分自身のからだも興味の対象ですし、から

だを使って子どもはいろいろなことをします。子どもにとっては楽しいことであり、すべてが学びです。そして、

立ち上がれば倒れます。歩き出せばつまずき、転びます。走れば転び方も大きくなります。園庭の真ん中

で元気に追いかけっこをしている年中児や年長児も転びます。どんな転び方であっても、歯が折れるかも

しれませんし、骨折するかもしれません。まったくケガをしない時もあるでしょう。  

保育と教育の専門家として私たちは、「子どもがする必要のないケガ」はできる限りさせない努力をし

ます。「子どもの命を守る」取り組みもします。成長発達に合わない活動や明らかに危険な活動はさせま

せんし、そういった活動でお子さんがケガをした場合には、私たちの取り組みと活動を見直します。けれど

も、成長発達に合った活動、子どもの育ちにとって必要な活動によって起こるケガについては、「育ちにと

って必要なこと」 として、保護者の皆さんのご理解をお願いしたいと考えます。  

たとえば次のような活動中は、保育者が子どもたちに注意を促しますが、活動の性質上、保育者がケ

ガ自体を防ぐことはできない場合もあります。  

 

 

 

 

 

また、子どもが鉄棒をしている時や、園庭遊具・登り棒 ・雲梯鉄棒などの高い場所に登っている時は、

子どもに「手を離さない」よう伝えながら見守りますが、転落自体は防ぐことができない可能性が高く、ま

た、転落した子どもを保育者が必ず支えられるわけではありません。跳び箱などの活動も同じです。  

子どもたちは毎日、いろいろなことが少しずつできるようになっていきます。私たちは子どもたちが、いろい

ろなことが安定してできていくように支援し、新しいことに挑戦できていくように促していきます。たとえば、

跳び箱を跳べるようになるまでに、子どもたちは乳児期からさまざまな運動遊びをし、からだを動かし、

「跳び箱を跳ぶ」という動きにつなげていきます。乳児期の運動遊びの中でも、転んだり、滑ったり、ぶつ

かったりして小さなケガは起こります。  

日々の生活の中で、皆さんのお子さんは必ずケガをする、ということをご理解ください。すり傷や切り傷

だけはありません。歯が折れる、骨折をするといったできごとも十分に起こりえます。それは保育園・こど

も園に限らず、ご家庭でも起こります。  

私たちはこれから、それぞれのお子さんの「でき始めていること」 「できるようになってきていること」 「新

しく挑戦しているけれども、まだできないこと」などを保護者の皆さんにお伝えしていきます。  

子どもたちが成功したことだけでなく、失敗したこともできる限りたくさんお伝えしていきます。保護者の

皆さんに、子どもたちが頑張っている姿、「負けたけど楽しかった！」 「今度は頑張る！」という前向きの

姿、「痛くないよ！  これくらい平気！」という乗り越える姿をお伝えすることも、私たちの仕事だと考えて

いるからです。  

保育園・こども園の活動について、お尋ねや、「これはちょっと心配…」 「これはこういうふうにしてみて

は？」といったご意見がありましたら、施設長または職員にいつでもお伝えください。皆さんのお子さんが、

どんなことにでも挑戦し、痛みも乗り越え、力いっぱい生きていけるおとなに育つよう私たちも力を尽くしま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 

（例）鬼ごっこやかけっこ：ぶつかる、つまずく、滑る等によるケガが起きます。 

   キックボード・三輪車：ぶつかる、ふまれる等によるケガが起きます。  
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保護者の皆さまにご理解いただきたい大切なこと  (2 )  

お子さんたちのかみつき、ひっかき  

 

子どもに自我（ 「わたし」 「ぼく」 ）が生まれてくると、かみつきやひっかきが始まります。「それ、ぼくの」

「ほしいな、それ」 「わたし、やだ」…、こういった気持ちがあっても、まだ言葉にはなりません。  

だから、かみついたり、ひっかいたりします。または、目の前に出てきた誰かの指や顔に、手や口が出るこ

ともあります。  

これは成長発達のひとつの特徴です。こどもたち全員がかみつきやひっかきをするわけではありません

が、かみつきやひっかきが終わらないことも絶対にありません。誰かを傷つけようという気持ちも、子ども

にはまったくありません。反対に、「○○ちゃん、すき！」 「あそぼう！」といった、他者に対する興味がか

みつきやひっかきのような行動として出ることもあります。  

私たち保育者は、子どもたちが幼いながらも言葉で気持ちを表現できるよう働きかけをしています。ほ

かのお子さんのおもちゃを取ろうとし始めたら「使いたいのかな？  『かして』って言ってごらん」と伝えます

し、ほかのお子さんの顔の前に手を出したら「どうしたの？」と声をかけて、そのお子さんの気持ちをくみと

る努力をします。けれども、時として私たちの声かけや働きかけが間に合わないこともあります。  

言うまでもありませんが、保育の専門家として私たちは、子どもたちがかんだりひっかいたりすることを

放置はしません。できる限り止めて、気持ちを受けとめ、言葉にするよう伝えます。かみつきやひっかきが

起きた時には適切に処置して、保護者の方にもお伝えします。  

保護者の皆さんにぜひご理解いただきたいのは、かみつきやひっかきは、「加害」や「被害」といった

言葉で表現すべきものではない、ということです。かみついた子どもは「悪い子」ではありません。自分が

遊んでいるおもちゃをひっぱられて、「やだ！ 」という気持ちになるのは、もっと年長の子どもでも同じです。

ただ、乳幼児の場合は「やめて！」 「わたしが遊んでるの！」という言葉よりもずっと先に、手や口が出が

ちなのです。  

あなたのお子さんが園や別の所で誰かをかんだ、保護者の方をかんだ、ひっかいたという時には、「ど

うしてかんだの（ひっかいたの）？  話して」とやさしく尋ねてください。「悪い子！」と言ってしまったら、お

子さんは心の中にある気持ちを表現できなくなってしまいます。まだ言葉でうまく言えないから、かんだり、

ひっかいたりするのです。  

言葉にできなくても怒らないで、「かんだら（ひっかたら）痛いんだよ」 「言えるようにしていこうね」とやさしく

伝えてあげてください。お子さんは、なにか伝えようとしているのですから。  

私たちの園でも、子どもたちの間のかかわりについて、保護者の皆さんに今まで以上にお伝えしていき

ます。「今日、○○ちゃんに人形をひっぱられた時、『や！』と言ったんですよ。『私のもの』という気持ち

が芽生えてきたのですね」 「ニコニコしながら、○○ちゃんの顔に手を近づけたので『○○ちゃんが好きな

んだよね』と話しかけたら、とってもニッコリして、うんってうなずきましたよ。  

その後、仲良く遊んでいました」 。かみつきやひっかきは、「特別な行動」でも「悪い行動」でもなく、子

ども同士のかかわりや「仲良し」の中に出てくるものだからです。  

最後になりますが、生え始めた歯がかゆくてかむ、ということもあります。ご家庭でそういった様子が見

られ始めたら、園にもお伝えください。私たちも、同様のことが見られましたらお伝えしていきます。  

保護者の皆さまと保育園の二人三脚で、子どもたち一人ひとりの成長、そして、子どもたちがお互い

にかかわりあいながら育っていく姿をしっかり見守っていきましょう。  
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キッズリー登録のお願い  

 
当法人では、登降園・延長保育時間の管理や、児童の活動の様子を写真でご覧いただける

「キッズリー」を利用しております。下記の注意事項をご確認頂き、ご不明な点がございま

したら、事務所にお声掛けください。  

 

 

○入園式の当日にクラスコードを掲示いたしますので登録をお願い致します。  

すでに登録しているご兄弟がいる方は、「子ども情報」から追加登録をしてください。  

○ご家族で複数の方が登録する際は、まず一人の方が登録をしていただき、2 人目からは「招

待する」で追加登録をしてください。  

○メールアドレスを変更した際は、以前（登録した）のメールアドレスからログインをした

後に、メールアドレスを変更してくだい。また、「ＩＤ・パスワードを忘れてしまいログイ

ンが出来ない」等で再登録をしてしまいますと、二重登録になってしまい、利用に支障を

きたします。その為、登録後は必ず「ログイン」でご利用してください。  

 

 

※ログインができない等のシステムに関する問い合わせは、運営会社へお問い合わせください。  

♦ 登録ができている携帯からの問い合わせ  

手順①  ホーム画面右下にある「・・・」  →  設定  →  お問い合わせ  

♦ インターネットからの問い合わせ  

手順②  「キッズリー問い合わせ」で検索  

 

 

○登録が済むまでは、登降園の時間を用紙に記入していただいております。お早めに登録く

ださい。登録が済みますと、日々の活動の様子を写真でご覧いただく事ができます。携帯

電話に保存はできますが、不特定多数の方が閲覧可能なＳＮＳ等への投稿は保護者責任の

下、十分にご注意ください。  

 

○その他・台風等の急な連絡事項もお知らせします。  

 

○お休みの連絡は９時までです。 9 時以降は電話連絡のみとなっています。  

 

○登園、降園のボタンを間違えて打刻した場合は、正しい方を押し直すだけで大丈夫ですが、

違う子を打刻してしまった場合は、必ず事務所に声をかけてください。万が一、このよう

な押し間違えによる延長保育の請求がありましたら、お手数ですがご連絡ください。  

 

○送迎者に関しては、保護者と密な情報共有が必要になる場合がある為、キッズリー内の  

「送迎者登録」は使用せず、必ずご連絡ください。  

 

○タブレットは一台しかなく、込み合いますので、なるべく携帯からの打刻をお願いしてい

ます。  

 

○姉妹園に兄弟姉妹をお迎え中に延長保育になってしまう負担軽減の為、最初にお迎えをし

た施設で全てのお子さんの打刻を可能にしておりますが、次のお迎えの間隔が 20～ 30 分が

空いたり、途中で用事を済ませる等の行為はお控えくださいますようお願いいたします。  
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